
建築基準法第５１条の規定によるごみ処理施設等の用途に供する建築物の敷地の位置について

　 建築基準法第５１条では、卸売市場やごみ焼却場などの特殊な用途に供する建築物で、都市計画においてその敷地の位置が決定してい
ないものは、同条のただし書きの規定に基づき都市計画審議会の議を経たうえで、特定行政庁の許可を得れば建築することができることと
なっている。

申請者 敷地の位置　（用途地域） 面　　積 備　考　（処理施設の種類及び処理能力）

株式会社　野原商会

代表取締役　野原　和彦

北九州市門司区

新門司三丁目５２番

（工業専用地域）

敷地面積：　２，９９９．８３　㎡

建築面積：　１，３４４．４６　㎡

延べ面積：　１，３３２．０１　㎡

　【 第２工場 】

　　産業廃棄物処理施設
　　・　廃プラスチック類の破砕施設
　　　　　　　　　１１０．５　t／日（24時間）
　　・　木くず類の破砕施設
　　　　　　　　　１１３．３　t／日（24時間）

　　一般廃棄物処理施設
　　・　ごみ処理施設
　　　　　　　　　　１１４．７　t／日（5時間）

申請地は付近見取図（資料２６６－１）に示すとおり。

（建築基準法第５１条ただし書きの規定による許可を必要とする理由）
平成４年３月から、産業廃棄物処理業【廃プラスチック類の破砕処理　：　４．８　ｔ／日（８時間）他】を営んでおり、廃棄物の再資源化１００％
を目標に、廃プラスチック類及び紙くず、金属くず等の再資源化のための処理業務を行ってきた。
今回、処理業務の拡大を図るため、運転時間を延長し産業廃棄物である廃プラスチック類、及び木くず等の破砕処理量を増やす。また新規
に一般廃棄物である紙くず、繊維くず等の処理を追加することを計画しているため、建築基準法第５１条ただし書きの規定による許可を申請
するものである。
なお、今回の許可において、建物の新築等の予定はない。
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第2工場
北九州市門司区新門司三丁目５２番

建築基準法第５１条の規定によるごみ処理施設等の用途に供する建築物の敷地の位置について

付近見取図（用途地域図） Ｓ＝１：２５，０００

凡例
工業専用地域

工業地域

２６６－１



凡例

：申請地

：工場

：河川

：住宅

：倉庫

：空地

：商店

：駐車場

：事務所

：道路

：運動公園

300m

500m

申請地

新門司公園

（運動公園）

用途現況図

２６６－２



運搬計画（搬入出経路図）

２６６－３

１．運搬概要及び運搬計画等

２．運搬経路

：赤色 産業廃棄物、一般廃棄物 搬入経路

：青色 産業廃棄物、一般廃棄物 処理後の搬出経路



搬入車両駐車場 12台

H=2m程度

H=
1.
6m
程
度

壁

壁
壁

秤量
休憩所

危険物屋内貯蔵 倉庫

作業所２

（ＭＲ工場）
作業所１

（圧縮工場）

遮音壁の設置（敷地内）

遮
音
壁
の
設
置
（
敷
地
内
）

車両待機駐車場1台

車両待機駐車場1台

２６６－４

配置図



産業廃棄物処理後保管場所

処理前
保管場所

キムラ製圧縮　　　　梱包機

作業所１（圧縮工場） 作業所２（ＭＲ工場）

産業廃棄物
処理前保管場所

倉庫

※　昭和製圧縮梱包機、
日本シーム製破砕機は木
くず類の破砕時には使用
しません。

産業廃棄物

休憩所

トラックスケール 一般廃棄物処理後
保管場所

一
般
廃
棄
物
処
理
前

保
管
場
所

産
業
廃
棄
物
処
理
後

保
管
場
所

荷卸し

積み込み

スペース

磁選機

ダイオー製破砕機

５０型

オリエント製

粉砕機

ホーライ製

破砕機

日本シーム製

破砕機※

２６６－５

産業廃棄物処理施設（廃プラスチック類・木くず類の破砕施設）操業フロー図

廃棄物の搬入経路

処理後の搬出経路

前処理後の経路

建築基準法第51条許可対象施設

その他の施設

ダイオー製破砕機

１００型

廃棄物の搬入経路

処理後の搬出経路

前処理後の経路

建築基準法第51条許可対象施設

その他の施設

昭和製

圧縮梱包機 ※



オリエント製粉砕機 （粉砕処理）

産業廃棄物処理施設
最大処理能力：廃プラスチック類の破砕施設

９．７ｔ／１日（２４時間）

ダイオー製破砕機５０型 （粗破砕処理）

産業廃棄物処理施設
最大処理能力：廃プラスチック類の破砕施設

７．２ｔ／１日（２４時間）

日本シーム製粉砕機 （粉砕処理）

産業廃棄物処理施設
最大処理能力：廃プラスチック類の破砕施設

１４．４ｔ／１日（２４時間）

ホーライ製破砕機 （中破砕処理）

産業廃棄物処理施設
最大処理能力：廃プラスチック類の破砕施設

１０．４ｔ／１日（２４時間）

硬質系廃プラスチック類
（大型、中型）

金属などの異物を含む、破砕を必要と

する大型や中型の硬質系廃プラス

チック類

１日あたりの受け入れ想定量：１ｔ

軟質系廃プラスチック類

軟質系廃プラスチック類
の粉砕後

硬質系廃プラスチック類

硬質系廃プラスチック類
（中型、小型）

金属などの異物を含まない、破砕
を必要とする中型、小型の硬質系
廃プラスチック類

１日あたりの受け入れ想定量：１ｔ

硬質系廃プラスチック類
の粗破砕後粉砕処理へ

軟質系廃プラスチック
類の破砕後粉砕処理

作業所２（ＭＲ工場）

硬質系廃プラスチック類

昭和製圧縮梱包機 （圧縮梱包機）

産業廃棄物処理施設
最大処理能力：廃プラスチック類の圧縮施設

３３２．８ｔ／１日（２４時間）

ダイオー製破砕機１００型 （粗破砕処理）

産業廃棄物処理施設
最大処理能力：廃プラスチック類の破砕施設

６８．８ｔ／１日（２４時間）

廃プラスチック類

１日あたりの想定搬出量：１０．５ｔ

セメント工場へ燃料として搬出します
燃

料

圧縮前の軟質系廃プラスチック類

破砕後の軟質系廃プラス
チック類

軟質系廃プラスチック
類の圧縮梱包

作
業
所
１
（
圧
縮
工
場
）

廃プラスチック類

１日あたりの想定搬出量：３．５ｔ

プラスチック再生工場へ再資源

として搬出します

再
資
源

２６６－６

産業廃棄物処理施設（廃プラスチック類の破砕施設）処理フロー図 軟質系廃プラスチック類
（大型）

破砕を必要とする大型の軟質系廃プ
ラスチック類
再資源を目的とした廃プラスチック類

１日あたりの想定受け入れ量：１ｔ

磁選機にて金属

などの異物を選別

する。金属も再資

源となります

硬質系廃プラスチック類
の粉砕後

軟質系廃プラスチック類

破砕前の軟質系廃プラ
スチック類

軟質系廃プラスチック類
破砕後

軟質系廃プラスチック類

破砕を必要としない廃プラスチック類

1日あたりの想定受け入れ量：４．５ｔ

廃棄物の搬入経路

処理後の搬出経路

前処理後の経路

建築基準法第51条許可対象施設

その他の施設

硬質・軟質系廃プラスチック類
（大型、中型）

破砕を必要とする廃プラスチック類

１日あたりの想定受け入れ量：６ｔ

軟質系廃プラスチック類
（中型、小型）

破砕を必要とする中型、小型の軟質
系廃プラスチック類
再資源を目的とした廃プラスチック類

１日あたりの受け入れ想定量：０．５ｔ



ホーライ製破砕機 （中破砕処理）

産業廃棄物処理施設
最大処理能力：木くずの破砕施設 ４０．６ｔ／１日（２４時間）

オリエント製粉砕機 （粉砕処理）

産業廃棄物処理施設
最大処理能力：木くずの破砕施設

７．０ｔ／１日（２４時間）

ダイオー製破砕機５０型 （粗破砕機）

産業廃棄物処理施設
最大処理能力：木くずの破砕施設

６．７ｔ／１日（２４時間）

木くず

木くず

ダイオー製破砕機１００型 （粗破砕処理）

産業廃棄物処理施設
最大処理能力：木くずの破砕施設 ５９．０ｔ／１日（２４時間）

木くず （大～中型）

破砕処理を要とする大型、中型の木くず

１日あたりの想定受け入れ量 ： ０．１ｔ

再資源木くず

１日あたりの想定搬出量：１．１６ｔ

木材チップセンターへ再資源として搬出

再

資

源

木くず

作業所２（ＭＲ工場）

木くずの破砕・選別
後粉砕

破砕後の木くずを出荷

作
業
所
１
（
圧
縮
工
場
）

木くずの粉砕後搬出

木くず

産業廃棄物処理施設（木くず類の破砕施設）処理フロー図

２６６－７

磁選機にて金属など

の異物を選別する。金

属も再資源となります

廃棄物の搬入経路

処理後の搬出経路

前処理後の経路

建築基準法第51条許可対象施設

木くず（中型、小型）

金属等異物を含まない、破砕処
理を要とする木くず

１日の想定搬入量：０．０２ｔ

木くず （大型、中型）

金属等異物を含み、破砕処理を要とす
る大型、中型の木くず

１日の想定搬入量：０．０４ｔ

木くず （中～小型）

破砕処理を要する中～小型の木くず

１日あたりの想定受け入れ量 ： １ｔ



産業廃棄物処理後保管場所

キムラ製圧縮　　　　梱包機

産業廃棄物処理前
保管場所

昭和製圧縮梱包機

休憩所

産
業
廃
棄
物
処
理
後

保
管
場
所

作業所２（ＭＲ工場）
一
般
廃
棄
物
処
理
前

保
管
場
所

倉庫

産
業
廃
棄
物

処
理
前
保
管
場
所

作業所１（破砕工場）

トラックスケール

一
般
廃
棄
物

処
理
後
保
管
場
所

荷卸し

積み込み

スペース

一般廃棄物処理施設（ごみ処理施設）操業フロー図

２６６－８

廃棄物の搬入経路

処理後の搬出経路

前処理後の経路

建築基準法第51条許可対象施設

その他の施設

ダイオー製

破砕機１００型



昭和製圧縮梱包機 （圧縮梱包）

一般廃棄物処理施設
最大処理能力：木くずの破砕施設 ６３．０ｔ／１日（５時間）

紙くずの圧縮施設 １０８．０ｔ／１日（５時間）

繊維くずの圧縮施設 ６７．０ｔ／１日（５時間）

ダイオー製破砕機１００型 （粗破砕処理）

一般廃棄物処理施設
最大処理能力：木くずの破砕施設 １２．３ｔ／１日（５時間）

：紙くずの破砕施設 ６．７ｔ／１日（５時間）

：繊維くずの破砕施設 ５．３ｔ／１日（５時間）

作
業
所
１
（
圧
縮
工
場
）

一般廃棄物処理施設（ごみ処理施設）フロー図

紙くず、木くず、繊維くず

破砕処理を要する一般廃棄物

１日あたりの想定受け入れ量

紙くず ： ３ｔ

木くず ： ０．１ｔ

繊維くず ： ０．０５ｔ

紙くず、木くず、繊維くず

破砕処理を要しない一般廃棄物

１日あたりの想定受け入れ量

紙くず ： ２ｔ

木くず ： ０．０６ｔ

繊維くず ： ０．０５ｔ

紙くず、繊維くず
紙くず、繊維くずはセメント工場へ燃料として搬出

１日あたりの想定搬出量

紙くず ： ０．５ｔ

繊維くず ： ０．１ｔ

木くず
木くずは木材チップセンターへ再資源として搬出

１日あたりの想定搬出量 ： ０．１６ｔ

紙くず
紙くずは製紙工場へ再資源として搬出

１日あたりの想定排出量 ： ４．５ｔ

再

資

源

燃

料

２６６－９

：廃棄物の搬入経路

：処理後の搬出経路

：前処理後の経路

：建築基準法第51条許可対象施設


